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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

甲
州
市
勝
沼
町
深
沢
字
深
澤
山
三
七
六
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
深
澤
山
三
七
六
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
家
畜
の
検
査
の
実
施
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

本
則
の
表
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
察
の
た
め
の
項
中
「
農
場
」
の
下
に
「
又
は
十

羽
以
上
の
だ
ち
ょ
う
を
飼
育
し
て
い
る
農
場
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
を
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
基
づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関（
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
）

と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

山
梨
大
学
医
学
部
附

中
央
市
下
河
東
一
一
一
〇
番
地

中
枢
神
経
に
関
す
る
医
療

属
病
院

山
梨
大
学
医
学
部
附

中
央
市
下
河
東
一
一
一
〇
番
地

腎
臓
に
関
す
る
医
療

属
病
院

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

一
月
二
十
二
日

第
千
九
百
十
六
号

木　曜　日



加
納
岩
総
合
病
院

山
梨
市
上
神
内
川
一
三
〇
九
番
地

心
臓
脈
管
外
科
に
関
す
る

医
療

あ
い
調
剤
薬
局

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
九
八
九
番
地
三

薬
局
（
調
剤
）

株
式
会
社
ウ
エ
ノ
Ｆ

笛
吹
市
石
和
町
市
部
一
〇
〇
六
番
地
三

薬
局
（
調
剤
）

Ｋ
ウ
エ
ノ
笛
吹
薬
局

社
団
法
人
富
士
五
湖

富
士
吉
田
市
緑
ヶ
丘
二
丁
目
七
番
二
一
号

薬
局
（
調
剤
）

薬
剤
師
会
救
急
調
剤

薬
局

株
式
会
社
中
沢
薬
局

甲
府
市
東
下
条
八
七
番
地
一

薬
局
（
調
剤
）

ふ
れ
あ
い
薬
局

'

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
よ
う
と
す
る
特
別
保
護
地

区
の
名
称
、
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
四
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
八
ヶ
岳
特
別
保
護
地
区

１
　
特
別
保
護
地
区
の
名
称

八
ヶ
岳
特
別
保
護
地
区

２
　
特
別
保
護
地
区
の
区
域

北
杜
市
所
在
県
有
林
第
四
百
八
十
六
林
班
は
・
は
・
イ
小
班
、
第
四
百
八
十
七
林
班
に
・
に
・

イ
小
班
、
第
四
百
九
十
三
林
班
、
第
四
百
九
十
四
林
班
、
第
四
百
九
十
五
林
班
い
・
い
・
い
・
い

・
い
・
い
小
班
、
第
四
百
九
十
六
林
班
ろ
小
班
、
第
四
百
九
十
七
林
班
い
・
い
・
い
小
班
、
第
四

百
九
十
八
林
班
い
・
い
・
い
・
は
・
は
・
は
・
は
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ

・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
イ
小
班
、
第
五
百
林
班
い
・
い
・
い
・
い
・
い
小
班
、
第
五
百

一
林
班
に
・
に
・
に
・
に
・
は
・
は
・
は
・
は
・
は
・
は
・
は
・
は
・
は
小
班
及
び
第
五
百
二
林

班
い
小
班
（
県
道
敷
を
除
く
。）

３
　
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

（一）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

（二）

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

八
ヶ
岳
鳥
獣
保
護
区
は
、
八
ヶ
岳
南
麓
に
広
が
る
地
域
で
あ
り
、
大
部
分
が
八
ヶ
岳
中
信
高

原
国
定
公
園
と
重
な
っ
て
い
る
。

当
地
域
の
植
生
は
、
低
か
ら
中
標
高
地
帯
で
は
カ
ラ
マ
ツ
、
ダ
ケ
カ
ン
バ
、
シ
ラ
カ
ン
バ
が

主
と
な
っ
て
お
り
、
下
草
と
し
て
は
サ
サ
類
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
標
高
が
高
く
な
る
に

つ
れ
シ
ラ
ビ
ソ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
が
主
と
な
っ
て
い
く
。

生
息
し
て
い
る
鳥
類
は
、
オ
オ
タ
カ
を
は
じ
め
オ
オ
ル
リ
、
ウ
グ
イ
ス
、
メ
ジ
ロ
、
カ
ケ
ス

等
多
種
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
獣
類
は
大
型
哺
乳
類
で
は
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
中
型
哺
乳
類
で
は
タ
ヌ
キ
、
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
、
ム
サ
サ
ビ
等
、
小
型
哺
乳
類

で
は
ニ
ホ
ン
リ
ス
、
天
然
記
念
物
で
あ
る
ヤ
マ
ネ
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
当
該
地
域
は
、
良
好
な
自
然
環
境
が
保
た
れ
て
お
り
森
林
に
生
息
す
る
多
種
の

鳥
獣
に
と
っ
て
重
要
な
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

当
該
地
域
の
中
で
も
、
特
に
川
俣
川
渓
谷
を
中
心
と
し
た
区
域
は
、
上
記
の
鳥
類
の
他
に
イ

ワ
ツ
バ
メ
、
ア
カ
ハ
ラ
、
ミ
ソ
サ
ザ
イ
等
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
良
好
な
自
然
環
境
が
保
た
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
護
す
る
必
要
が

あ
る
。

（三）

特
別
保
護
地
区
の
保
護
管
理
方
針

a

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

s

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
、
環
境
教
育
・
学
習
の

場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

d

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所

'

富
士
川
上
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士
川
上
流

地
域
森
林
計
画
を
縦
覧
に
供
し
た
変
更
案
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

三
二

１

２

１

２

１

３

４

５

９

３

２

３

４

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１

２

３

４

１

２

３

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１

２

３

４

５

１

２

３

４

１

２

３

８

９

１０

１１

１２

１３

１



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

富
士
川
中
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士
川
中
流

地
域
森
林
計
画
を
縦
覧
に
供
し
た
変
更
案
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

山
梨
東
部
地
域
森
林
計
画
の
決
定

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
東
部
地

域
森
林
計
画
を
縦
覧
に
供
し
た
案
の
と
お
り
決
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一

年
一
月
七
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
年
五
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
及
び
南
都
留
郡
道
志
村

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
字
村
西
一
一
九
三
の
七
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
下
小
河
原
町
一
番
地
四
　
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
小
瀬
二
│
二
　
石
原
和
也

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

三
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

三
四


